
 

 
物品又は役務の名称及び数量 
（１）名称 
（２）物品調達又は業務内容 
（３）物品調達時期又は履行期間 
（４）履行場所 
（５）その他 

 
 
（１）樹木剪定及び伐採 
（２）本署樹木の剪定及び伐採 
（３）令和４年１２月２６日から 
   令和５年３月２７日までの間 
（４）美祢市大嶺町東分３１２ 
（５）詳細は仕様書のとおり 
※仕様書は美祢警察署会計課で配布致しま
す。FAX送信も可能です。 
ご来署またはご連絡頂く際は、開庁時間

（平日８時３０分から１７時１５分の間）に
お願いいたします。 

 
見積書を提出させる者の選定に係る基準（契
約申込に要する資格） 

 
○障害者総合支援法に規定する 
 ・障害者支援施設 
・地域活動支援センター 
・障害福祉サービス事業を行う事業所とし 
て指定されている施設 

○障害者基本法に規定する小規模作業所 
○上記施設に準ずる者として、知事の認定受 
けたもの 
○山口県内に事業所を有すること 

 
契約相手方の決定の方法 

 
（１）見積合わせを行い、予定価格の制限の

範囲内で最低価格を提示した者を契約
の相手方とする。 

（２）見積書の提出が１者のみであった場合 
は、予定価格の制限の範囲内であるかを 
確認の上、当該の者を契約の相手方とす 
る。 

 
見積書の提出方法 

 
以下により見積書を提出すること 
（１）提出期限 

令和４年１２月２３日１０時 
（２）提出先 

住 所：美祢市大嶺町東分 312 
所 属：美祢警察署会計課 
連絡先：0837－52－0110 
 
 

 


